第三回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

自立支援法・総合福祉法
○地域社会で生活する権利

１．権利規定を明文化する必要性についてどう考えるか

明文化することが必要である。条約第19条に「他の者と平等な選択の自由を有しつつ地域社会で生活する平等な権利」が規定されており、これを担保するためには不可欠である。

　障害者自立支援法では、地域社会で生活する権利は明記されず、キャッチフレーズとして「障害者が普通に暮らせる社会に」ということが掲げられるに止まっている。そのため、多くの自治体で重度障害者が必要とする長時間介護が確保されていない。また、社会参加に不可欠な移動支援等については、地域間格差が拡大し、障害者の地域生活を支えるためのサービス基盤の整備が進んでいない。

その結果、施設への新規入所を誘発し「特定の生活様式を義務づける」事態が続く等々の問題が生じている。

　こうした問題を解決し、条約19条「自立した生活及び地域社会へのインクルージョン」を実現していくために、地域社会で生活し必要とする支援が保障される権利を明文化することが必要である。
２．自立の概念についてどう考えるか

①　条約第3「一般原則」(a)項に、「 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び人の自立に対する尊重」とある通り、障害者の自己決定（支援を得た自己決定を含む）を核とした概念としてとらえるべきである。
　　国際的な自立生活運動の中で、「自立（生活）とは、そこに住むか、いかに住むか、どうやって自分の生活をまかなうか、を選択する自由をいう。それは自分が選んだ地域で生活することであり、ルームメートを持つか一人暮らしをするか自分で決めることであり、自分の生活ー日々の暮らし、食べ物、娯楽、趣味、悪事、善行、友人等々ー　すべてを自分の決断と責任でやっていくこと…」と確認されてきていることを活かすべきである。

②　旧来的な「身辺自立」や「職業的自立」の考え方では、障害者個人の「障害の治療・克服」への努力が強調され、「人の手を借りないこと、支援を要しないこと」が自立とされてきた。それに対して、「人の助けを借りて、15分で衣服を着、外出し社会参加できる障害者は、自分で衣服着るのに2時間かかるために家にいるほかはない障害者よりも自立している」との提起に示されるように、「支援を得ながら自己決定をした生活」が自立であるとの考え方への転換が必要である。

　　なお、以上の自立概念からすると、現行の障害者自立支援法・第1条では「障害者有する能力及び適性に応じた自立生活及び社会生活」との規定となっており、根本的な見直しが求められる。

○障害の定義、適用範囲

１．障害の範囲についてどう考えるか

①　条約では障害を「種々の障壁との相互作用により社会に完全かつ効果的に参加することを妨げる者を含む」と、社会モデルの考えを採用している。そして、第2回の推進会議においても、社会モデルの考え方に沿った意見が多くの委員から出され、基本的な方向性として確認されてきたところである。この方向にそった検討が必要である。

　　また、条約19条では、「障害のあるすべての人に対し、他の者と平等の選択の自由をもって地域社会で生活する平等の権利を認める」とあり、この「障害のあるすべての人」との規定をふまえることが必要である。

②　その点から、障害者手帳所持を要件とせず、いわゆる発達障害、高次脳機能障害、難病等も含めて、この法律の支給決定プロセスで福祉サービスの必要性が確認された者を対象とすべきである。

　　例えば、今後検討される障害者総合福祉法では「身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の所持にかかわらず、身体的、精神・知的障害にともない、他の者との平等を基礎として社会への完全かつ効果的な参加を妨げられている者（児）であって、この法律のサービスが必要であると支給決定において認められる者（児）を対象とする」とするべきである。

③　また、必要な支援を得られずに危機的な状態におかれている当事者の深刻さをふまえ、当面、現行の障害者自立支援法においては障害者手帳所持要件を外す等の緊急措置で対応することも必要である。（総合福祉法という方向が、すでに示されていることからも、その方向に沿ったものである）

○法定サービスメニュー

１．現行規定にない社会モデルの視点に立ったサービスメニューは必要か

　

必要である。

①　条約第19条(b)項には「障害のある人が、地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス（パーソナル・アシスタンスを含む。）にアクセスすること」と規定されている。

　　この中で、「パーソナル・アシスタンスを含む」と規定されている通り、障害者が地域で自己決定に基づく自立生活・社会参加を実現していくためには、障害者の主体性を認め、居宅内外を問わず、通勤や通学等の場面においても利用可能で、「見守り支援」も含めた、パーソナル・アシスタンスの実現が不可欠である。

　　また、後の項目にも関連するが、脱施設・地域移行を実現していくためにも、地域でのサポート体制の整備が不可欠であり、その重要な項目としてパーソナル・アシスタンスを障害種別に関わらず提供できるようにする必要がある。

②　また、雇用の項目とも関係するが、現行制度では一般雇用と福祉的就労の二元的な縦割りとなっており、さらに、障害者自立支援法では一般就労至上主義的な形でサービス体系が再編された。それらのことを根本的にあらため、障害者の多様な働く権利の実現という視点から、諸外国で行われている賃金補てん制度や日本国内でも滋賀県や大阪・箕面市等先進的な自治体で行われている社会的事業所（雇用）制度の創設も求められる。

２．自立支援給付と地域生活支援事業の区分けは必要なのか

①　障害者自立支援法の自立支援給付と地域生活支援事業の区分けは、介護保険との将来統合を念頭において、介護保険メニューに馴染むものと、馴染まないものという視点からなされたものと考える。第1回推進会議で報告のあった通り、自立支援法訴訟に関して「基本合意」が結ばれている。その中には、「現行の介護保険制度との統合は前提とせず」と明記されている。そうした点から、ゼロベースで見直すべきである。

②　とりわけ、社会参加に不可欠な移動支援が「地域生活支援事業」という統合補助金の仕組みに組み込まれることにより、大きな地域間格差をもたらし、外出目的や範囲等、様々な利用制限を課すことにより、障害者の社会参加を制約する事態が生み出されてきており、根本的な見直しが必要である。

③　また、当面、移動支援やコミュニケーション支援等、パーソナルな支援に関連した事業で、これ以上の地域間格差をもたらさないために、これらの事業の実績に対して国２分の１・都道府県４分の１の財政負担を行う等の緊急措置が求められる。

④　さらに、自立支援法の給付体系の中では、自立支援給付と（自治体任せの）地域生活支援事業だけになり、障害者の地域生活を支える「基盤的施策」を国としてどう進めていくのかが不確かとなってしまっている。障害者のエンパワメントをはじめとした支援体制、権利擁護等を進めるための「基盤的施策」をどう展開していくのかを検討することが必要である。

３．法定メニューの障碍者の生活構造に沿った再編成とシンプル化についてどう考えるか
前項で述べた通り、現在の介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業は、介護保険との整合性を念頭においたものであり、障害者の生活構造やニードに基づいた形での体系ではない。そのため、制度を利用する当事者にとっては使いづらく、事業者にとっては事務が煩雑になる事態が生まれている。

　「障害のある全ての人」の地域生活を確立するという視点に立って、障害者の生活構造・ニードにそって、ゼロベースで再編成すべきである。

　その際、障害当事者の主体性を尊重するとともに、シンプル、かつシームレス（切れ目のない）支援の確保が必要である。

　例えば、グループホーム・ケアホームの区分けはなくし一本化した上で、多様な居住支援の一つとして位置づけ、さらに、借り上げ賃貸住宅等の住まい方支援の選択肢を増やしていくことの検討等が必要である。

４．自己決定支援の必要性についてどう考えるか

　

障害者自身のセルフアドボカシー・エンパワメントという点から必要。

自立の概念で述べた通り、条約が規定し、また、国際的にも確認されてきている自立概念の核には、「障害者の自己決定」がある。

その際、先験的に「自己決定できる者」と「できない者」がいるわけではないことに注意を払う必要がある。そうではなくて、ピアサポートや自立生活体験等の体験的エンパワメントを経て、時には失敗もしながら、自らの生活イメージを確立していくプロセスが含まれなければならない。その意味で、自己決定支援が必要である。

○支給決定プロセス

１．ニーズ把握の基本的視点をどこに置くか

（例えば、本人の障害の状況、本人の自己決定・選択、置かれた環境、及びそれらの相互関係）

　

障害者の自立・地域社会へのインクルージョンという視点から、基本は障害者自身がどこに住みたいか、誰と住みたいか、どのような働きや活動をしたいか、どのように余暇を過ごしたいか等を記した「本人中心計画」を、セルフマネジメントや（必要な場合は）相談支援機関の支援を得て作成する。（その前提に、後の項目のピアサポートやエンパワメント支援は不可欠）。

　その「本人中心計画」をもとに自治体の担当者と協議・調整をしていくことになるが、「本人中心計画」を基本に置き、そこで示された生活を実現していくためには、その本人の障害の状況と置かれた環境の中でどのような支援が必要かということが、支給決定の際の基本視点となるべきである。

２．障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による支給決定プロセスのための体制構築についてどう考えるか

　

障害程度区分は、「障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの」（自立支援法第４条）と規定されている通り、「一定の心身の状態がサービスの必要性と一対一対応をしている」ロジックを前提としている。環境との相互作用等を捨象して「障害」だけを取り出すことが可能であるかのような想定に立っているとも言え、障害の社会モデルとは大きく異なる。また、介護保険の79項目がベースとなっており、ＡＤＬ的な視点が強く、そのため知的障害や精神障害では半数（以上）が変更しなければならない等の結果となっている。

　そして、その障害程度区分が国庫負担基準と連動することにより、市町村の支給決定の場面では事実上の上限として使われる等、多くの問題をもたらした。そうした点から、障害程度区分を廃止し、協議・調整による支給決定プロセスへの転換は、障害者の自己決定の尊重という点から、ぜひとも進めるべきである。

　ただ、協議・調整による支給決定を行うためには、障害者のセルフアドボカシーとエンパワメント支援・並びに本人中心計画の作成支援体制が必要である。また、同時に自治体担当者の障害者の地域生活を基本にしたソーシャルワーク的力量の構築も不可欠である。

　「基盤的施策」として、地域エンパワメント事業（仮）や権利擁護機関、相談支援機関を整備していくとともに、市町村担当者への条約や本障害者制度改革の方向性に沿った研修等の実施が求められる。
３．セルフマネジメント・本人中心計画と相談支援機関、ピアカウンセリング・ピアサポートの役割についてどう考えるか

　

前項で述べた通り、先験的にセルフマネジメントが「できる者」と「できない者」がいるわけではない。相談支援やピアカウンセリング・サポート、自立体験等を通じたエンパワメントが不可欠の前提である。

　その点から、本人中心の立場に立った相談支援機関（例えば、障害当事者や家族で過半数を占める運営委員会で運営される等、行政や事業者からの「中立性」）と、ピアカウンセリング・ピアサポートの充実が求められる。

条約第26条に、「特にピア・サポート〔障害のある人相互による支援〕を活用し」と強調されている点からも、ピアサポートについては、今後の制度において、メニュー事業ではなく基本事業として位置づける必要がある。
４．不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか

　

協議・調整モデルに基づく支給決定を進めていくためには、すみやかに不服申し立てができる仕組みが必要である。行政裁判所のような仕組みを、そのまま導入はできないとしても、異議申し立て手続きの検討が求められる。

○地域移行

１．重度障害者の２４時間介護体制の構築についてどう考えるか

　

「障害のあるすべての人」に対する地域生活を権利として確立するためには、24時間の介護体制の構築は不可欠である。その際、前項でも述べたが、障害種別を問わず、見守り支援も含めたパーソナル・アシスタンス・サービスと、それを可能とする財源を確保するための仕組みが必要である。
２．地域移行プログラムの法定化と期限の設定についてどう考えるか

　

条約19条の（a）項では「特定の生活様式を義務づけられないこと」とある通り、脱施設・地域移行が基本である。

　「自立支援法」下での障害福祉計画では、「地域移行」が目標化されたが、現実には、2005年からの２年間で、全国14万人の入所施設において389人が減少したに過ぎない。また、34万人の精神科入院患者の内の７万２千人（説によれば、この倍以上と言われる）社会的入院の解消も遅々として進んでいない。

　元々の「1割減」という目標自体、国際的にみてあまりにも施設・入院偏在の状況からすると低い数値であったにも関わらず、それすら実現が危うい状況である。

　「条約批准のための国内法整備」を課題とする障害者制度改革においては、入所施設・精神科病床等からの地域移行は第１級の課題である。

　そのために、現在のメニュー事業的な退院促進事業ではなく、地域移行プログラムを法定化することが必要である。

地域移行中・後の支援（入居者・入院者に対するピアサポートや体験自立等エンパワメント等）や、新規（再）入院・入所の防止策（まずは、他の都道府県からの受入をしない等）、支援者移行計画（施設等職員の再教育で地域支援を担える人材に）等が含まれる必要がある。

　そうした地域移行プログラムの法定化を行った上で、期限を設定して、脱施設化を進めていく必要がある。
３．地域移行支援策の法定化についてどう考えるか

　

２で述べたことから、ぜひとも地域移行支援策の法定化が不可欠である。その時に、入院・入所からの地域移行支援策だけでなく、同時に地域で必要な支援を得て生活ができるような地域基盤整備を重点的に押し進めていく方策（後述）が不可欠である。

○利用者負担

１．応益負担の廃止についてどう考えるか

　

条約28条２項では、「障害に関連する必要〔ニーズ〕に係る適切かつ負担可能なサービス、補装具〔補助器具〕その他の支援にアクセスすることを確保するための措置」とあり、応益負担はこれと抵触すると考えられる。

　すでに、「基本合意書」や来年度予算での措置においても、「応益負担の廃止」の方向が打ち出されているが、自立支援医療部分での負担の見直しも含めて積極的に進めていくべきである。

さらに「応益負担」に多くの障害者、家族、支援者が強く反発したのは、「障害を障害者や家族の自己責任」と見なすかのような流れを感じたからであり、障害の捉え方という点からも、「応益負担の廃止」は必要である。

２．負担の有無についてどのような原則と考え方をとるのか

　

基本的に、「他の者（障害のない者）との平等」を基本視点とすべきであり、障害のない人が払っているものは払う、そうでないものは総合福祉法が責任を持つとすべきである。

具体的には、ヘルパーや職員の人件費等障害故に必要なサービス部分については費用負担を求めるべきではなく、食費（食材費相当）や光熱水費（本人が使った部分）は実費負担を原則として所得保障が整うまでの間、応能負担とすべきではないか。

　また、コミュニケーション支援は、手話の言語性やコミュニケーションの双方向性という点からも無料化すべきである。
３．新基準の設定についてどう考えるか

　

原則的な考え方は２．で述べた通りであるが、実際的な展開として当面応能負担を基本にした制度となると考えた場合、成人した障害者にとってはあくまでも障害者本人の収入を基本にした負担基準とすべき（扶養義務の撤廃）である。また、障害児の場合、現行の基準のままだと中間所得で負担が大きくなるので、きめ細かな上限設定を検討すべきである。

○医療支援

１．医療支援の在り方についてどう考えるか

２．負担問題についてどう考えるか

　

自立支援医療の負担については、「基本合意書」にもふれられている通り、早急に、まずは応能負担化に向けた軽減措置の予算確保が必要である。

○その他

１．現行の障害程度区分に基づく国庫負担基準の問題についてどう考えるか

　

障害者自立支援法のメリットとしてその当時言われていたのが、「義務的経費化」であった。しかし、実際には、あくまで障害程度区分とリンクした国庫負担基準の範囲内でのものでしかなかった。そのために、多くの自治体で国庫負担を基準とした支給決定がなされ、重度障害者が地域で暮らすための長時間介護の確保等が困難となった。

　次に述べる通り、国庫負担基準を廃止して、市町村が実際にサービスに要した費用に対して国は責任をもって負担すべきである。
　

２．障害者の地域生活のための財政負担の強化についてどう考えるか

まずは、「義務的経費」というならば、障害程度区分と国庫負担基準が連動する仕組みを廃止して、市町村が実際にサービスに要した費用に対して、義務的に負担する仕組みとすべきである。

また、全体の財政規模で言えば、日本の障害者予算の対ＧＤＰ費は先進国の中でも最低水準にある。民主党マニフェストの改革項目その15、17にある通り、障害者予算を国際水準にふさわしいレベルに飛躍的に充実させることが必要である。そして、とりわけ、地域生活基盤に重点的にその財源を振り分けていく必要がある。

３．地域間格差をどのようになくしていくのか

　

２．で述べた市町村が実際にサービスに要した費用に対して、国・都道府県が義務的に負担する仕組みにしても、なおかつ、市町村には４分の１の負担が求められる。そうすると、市町村の人口規模や財政状況によって格差が生まれてしまう可能性は残る。そのために、例えば、都道府県単位等での基金を積み、市町村の負担を緩和して、必要なサービス量を支給決定できるように財政的に支える仕組みが必要である（スウェーデン等では週２０時間以上の長時間介護が必要な障害者は、国全体で集めた財源で賄う仕組みにしている等の例を参考にして検討が必要である）。

　また、長年の入所や入院が中心の政策展開の中で、地域生活に関する支援は大きな地域間格差があり、未だに是正はされていない。どんな障害があっても、どの地域でも当たり前に地域で暮らせるようにするために、地域基盤整備のための特別立法や計画を策定して、地域生活支援に関して重点的に整備を行っていくことが求められる。

